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1

特記仕様書5　安全管理
　（4）近接する家屋及び構造物については、必要に
応じて請負者が調査を行い、調査結果は所有者の
確認を得ること。との明示がありますが、
①調査範囲及び内容等の仕様について、及び、②
調査に要する費用については設計変更の対象とな
り得るか、併せてご教示ください。

①　本調査は、現場照査を基本とし、施工管理上必
要な範囲で実施するものと考えております。
②　上記のとおり、設計変更の対象とは考えており
ません。
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間接工事費の積算区分
　間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）におけ
る工種区分については、下水道工事（1）を適用とし
てよろしいか、ご教示ください。

下水道工事（1）を適用しております。

3

間接工事費の積算区分
　間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）におけ
る地域補正区分については、市街地（DID補正）（1）
-3を適用としてよろしいか、ご教示ください。

本工事箇所はDID区域に該当する可能性はありま
すが、現地の施工条件（交通状況、作業制約等）を
踏まえ、積算上は市街地補正（DID補正）は適用し
ておりません。
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